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ハーバー業務における輪番制の概要について
（例：東京湾水先人会横浜事業所）

水先業務の実施

東京湾水先人会横浜事業所（所属水先人約５８人）

・所属水先人は、ローテーション（別紙参照）により、各港の当直に当たる
・当直に当たる水先人をリスト化し、港毎に当直表を作成して公表（ ２週間前）

船社・代理店等
・水先の申し込み

指名を行う場合 指名を行わない場合

例： Ｘ社は、横浜港に正午に入港する予定の
Ｘ丸について、横浜の当直表掲載者（日
勤）から水先人Ｂを指名

・水先の申し込み（７２時間前まで） ・水先の申込み（２４時間前まで）

・ ・ ・

AA            BB
横浜当直表掲載者（日勤）＝指名可能者

東京湾水先人会横浜事業所

・配乗計画の策定

指名を受けた場合 指名がない場合

例： Ｙ社から水先の申し込みあり例：Ｘ社から水先人Ｂに水先の申し込みあり

AA        BB              

Ｘ社の指名に
応じ、水先人Ｂ
を配乗

・・・

AA    BB                

・・・

当直表掲載者（＝
出勤者）に業務を割
り振り、順番に配乗

※１：通常、一日の勤務で10～13時間は拘束される
※２：業務量の多い横浜については、当直を日勤（06時～19時）と夜直（16時～翌日09時）に分けて対応

非番者（約４割）

・ ・ ・

当直表掲載者（所属水先人の約６割）＝出勤者

（休暇（休日）者２０人
及び休業者等）

・ ・ ・・ ・ ・

夜夜 直直日日 勤勤

川崎千葉 君津横横 浜浜

（５人） （３人）（８人）（１６人） （２人）

・ ・ ・・ ・ ・

AA            BB CC DD                    EE                      FF

ＸＸ 社社船船 ＹＹ 社社船船

当日（当直表掲載者のほぼ全員が業務に従事）
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